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Ⅰ 業務概要 

本業務は、中沼雑がみ選別センターにおいて、札幌市（以下「委託者」とい

う。）及び別途発注の施設管理業務受託者（以下「施設管理者」という。）から

の指示に基づき、当該施設から排出される残さ（不適物）を指定された搬出先

に運搬するものである。 

 

１ 業務名 

雑がみ選別センター残さ運搬業務 

 

２ 業務履行場所 

中沼雑がみ選別センター 

（札幌市東区中沼町 45‐19） 

 

３ 業務期間 

令和５年４月１日から令和６年３月 31 日まで 

 

４ 業務内容 

 受託者が行う業務については、次のとおりとする。 

(1) 委託者が分別収集した「雑がみ」の選別後の残さを指定する処理施設

に運搬する。詳細は下表のとおり 

種類 搬出先 予定量 

可燃残さ 
ごみ資源化工場 

（札幌市北区篠路町福移 153） 
1,900ｔ程度 

不燃残さ 
篠路破砕工場 

（札幌市北区篠路町福移 153） 
10ｔ程度 

※ 処理施設が故障等により受入を停止している場合、別途協議とする。 

※  

(2) 残さヤードは狭く、残さのシュートの設置高さによる高さ制限がある

ため、フックロール車によるコンテナ輸送とする。コンテナは施設内の

所定の場所に設置し、選別される残さを常時投入できる体制とすること。 

   

 ＜使用機器条件＞ 

  本業務において使用するフックロール車及び積載するコンテナは次の

条件を満たすこと。 

 ア フックロール車は場内で残さを積込したコンテナに対して、着脱可

能なシステム装置が付帯している車両（車両総重量20t程度。コンテ

ナ及び残さ重量含む）であること。 

 イ コンテナは、極東開発工業㈱製の標準コンテナJR11-10Ｎもしくは

同等品とする。（長さ4,800㎜×幅2,200㎜×高さ1,600～1,800㎜） 
 

(3) 運搬作業においては、選別作業に影響を与えないよう常時各シュート

下部にコンテナを設置しておく必要があるため、可燃残さ用２台、不燃

残さ用２台のオープントップコンテナを準備するものとする。また、コ
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ンテナの破損等により使用不能となった場合に対応するため、非常予備

としてコンテナ１台以上を施設内に常備すること。 

 

(4) 運搬に関する車両・燃料・消耗品等（コンテナ類含む）の一切の経費

は、当該業務の範囲内とする。 

 

Ⅱ 共通仕様 

１ 業務従事日及び時間 

(1) 稼働日 

土曜日・日曜日・1 月 1 日～3 日を除く全ての日とする。 

(2) 運搬時間 

8 時 30 分から 17 時 00 分までとする。但し、処理計画上必要な場合

は別途協議とする。 

(3) 業務従事日等の変更 

委託者は、特別の事情があると認めたときは、本項⑴、⑵の定めに係

わらず、業務に従事すべき日時を変更することがある。 

(4) 業務の延長 

委託者は、特別の事情が生じた場合及び雑がみの処理上必要である場

合には、時間外業務（延長業務）を指示することができるものとし、対

価は契約書の示すところとする。 

延長業務については、各月毎に時間数を集計し、30 分以上の端数が

生じた場合は整数時間単位に切り上げる。また、各々の集計金額に円未

満の端数が生じた場合は切り捨てる。 

延長業務の予定時間数は、30 時間とするが、その数量の発注を保証

するものではない。 

 

２ 業務管理 

業務管理にあたっては、次の事項を遵守すること。 

(1) 設備の使用にあたっては細心の注意を払い、正しい取扱方法により対

処すること。 

(2) 業務実施中に故障または事故等が発生した場合は、応急処置を施し、

速やかに施設管理者及び委託者に報告すること。 

(3) 業務に際しては、以下の書類を作成し、委託者に報告すること。 

① 業務着手時に提出するもの 

ア 業務着手届 

イ 業務責任者選任通知書 

ウ 緊急連絡体制表 

② 業務完了時に提出するもの 

ア 業務完了届 

毎月第一日：委託者の休業日にあたるときはその翌就業日 

※３月分については、業務完了日の３月 31 日付とし、その日の内 

に提出すること。 

イ 業務日報・月報・年報・その他委託者が求めた書類 

・業務日報 
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翌日：委託者の休業日にあたるときは、その翌就業日 

・業務月報 

毎月第一日：委託者の休業日にあたるときはその翌就業日 

     ・業務年報 

      業務月報３月分と同日 

 

３ 業務責任者 

(1) 受託者は業務の履行にあたり業務責任者を定め、書面をもって委託者

に通知するものとする。業務責任者を変更したときも同様とする。 

(2) 業務責任者は、この契約の履行に関し、その運営、技術上の管理、従

事する他の職員の監督を行うほか、契約金額の変更、履行期間の変更、契

約代金の請求及び受領並びに契約の解除に係る権限を除き、この契約に

基づく受託者の一切の権限を行使することができる。 

(3) 受託者は、業務責任者が休暇、病気その他やむを得ない事情により不

在となる時に、その業務の代行を行う者を定めておかなければならない。 

 

４ 業務従事者の資格 

業務従事者は、当該業務を遂行するために要求される十分な知識・技能・

経験及び資格を備えること。 

 

５ 経費負担の範囲 

受託者は当該業務を遂行するに当たり、以下の費用を負担するものとす

る。 

(1) 業務従事者の雇用に係る一切の経費 

(2) 文具等の事務消耗品、備品等 

(3) 日誌及び報告書の用紙、記録ファイル等のすべての用紙 

(4) 業務の実施に必要な着衣、名札等 

(5) 業務の実施に必要な外線電話の使用に係る経費 

(6) 業務の実施に伴い発生した廃棄物の処理費 

 

６ 労務管理 

労務管理にあたっては、次の事項を遵守すること。 

(1) 施設内従事者の服装については、常に清潔な身なりを保つように心掛

け、安全に選別作業ができる装備をすること。 

(2) 施設内従事者に対する労働安全衛生管理を適切に行うこと。また、安

全衛生教育は徹底して行い、施設内での事故はもとより通勤災害等の防

止に努めること。 

(3) 雑がみ選別センターは、敷地内禁煙施設であるため、施設内はもと

より敷地内での喫煙を慎むよう従事者に周知し、禁煙を徹底するこ

と。 
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７ 業務における新型コロナウィルスの感染予防対策について 
(1) 業務中は、アルコール消毒液の設置や他の施設関係者と接する場合の

マスク着用、手洗い・うがいなど、感染予防の対応を徹底するとともに、
すべての作業従事者等の健康管理に留意すること。 

(2) 予め受託者と連絡体制を構築し、コロナウィルス感染症の感染者(感染
の疑いのある者を含む)及び濃厚接触者があることが判明した場合は、速
やかに受託者から委託者へ連絡し対応について協議のうえ実行すること。 

 (3) 業務の履行に当たっては、極力「三つの密（密閉・密集・密接）」の回
避を図ること。 

 

８ 敷地内の禁煙について 
当該センターの敷地内は全面禁煙である。 

 

９ 環境負荷の低減 

本業務の履行においては、環境負荷の低減に努めること。 

(1) 電気・水道・油・ガス等の使用にあたっては、極力節約に努めること。 

(2) ごみ減量・分別及びリサイクルに努めること。 

(3) 自動車等を使用する場合は、できるだけ環境負荷の少ない車両を使用

し、アイドリングストップの実施など環境に配慮した運転を心がけるこ

と。 

(4) 業務に係る用品等は、札幌市グリーン購入ガイドラインに従い、極力

ガイドライン指定品を使用すること。 

(5) 両面コピーの徹底やミスコピーを減らすことで、紙の使用量を減らす

よう努めること。 

 

10 その他 

(1) 本業務の遂行に当たって、受託者の不注意により生じた事故及び故障

等の一切については、受託者の責任において処理すること。 

(2) 本仕様書に明記されていない事項については、委託者と協議により決

定すること。 

 


